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一人口の動き一
　5月1日現在
男　　 6049人　　　　9　　　　■

女　　6448人　　　　，
計12，497人
世帯数　2612世帯
　　　　，

一
一

＞
円

吉
5

壮村
部

中
－

＜町長

定価

、

川西町
白南風社

発行者
印刷所

川西町役場
星名四郎

所
人

行
集

発
編

県
知
事
選
挙
開
票
結
果
（
川
西
町
）

※
候
補
者
別
得
票
数

亘
　
四
郎

松
井
　
誠

三
、
四
五
三
西
ホ

ニ
、
九
八
五
酉
ホ

※
投
票
率
全
、
量
パ
ー
セ
ン
ト

　
男
八
八
、
二
軍
パ
ー
セ
ン
ト

　
女
八
二
、
六
九
パ
ー
セ
ン
ト

圃
五
月
の
行
事

一
日
　
仙
田
婦
人
会

　
　
上
野
婦
人
会

二
日
　
町
教
育
振
興
会

三
日
　
成
人
式
　
花
祭
り

四
日
　
木
島
、
大
倉
子
ど
も
会
交
歓
会

　
　
水
道
懇
談
会

五
日
子
ど
も
の
日

　
　
慰
霊
祭

八
日

十十十十十
五四二一
日日日日日

＋
九
日

二
‡
日

知
事
選
投
票
日

母
の
　
日

愛
鳥
週
間
始
ま
る

水
道
入
札

農
業
委
員
会

藤
沢
道
路
入
札

青
年
学
級
開
校
式

家
庭
の
日

国
土
調
査
委
員
会

郡
国
土
調
査
事
務
研
究
会
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下
肢
、
体
幹
不
自
由
者
の
自

動
車
税
等
の
減
免
に
つ
い
て

　
県
税
条
例
、
町
税
条
例
の
一
部
改
正

に
よ
り
下
肢
ま
た
は
体
幹
不
自
由
者
に

対
し
自
動
車
税
も
し
く
は
軽
自
動
車
税

の
減
免
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

　
自
動
車
税
は
県
税
で
あ
り
ま
す
か
ら

県
知
事
が
減
免
す
る
こ
と
に
な
り
、
軽

自
動
車
税
は
町
税
で
あ
り
ま
す
か
ら
町

長
が
減
免
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
減
免
の
趣
旨
は
、
下
肢
ま
た
は
体
幹

不
自
由
者
が
、
自
ら
所
有
し
使
用

す
る
自
動
車
、
軽
自
動
車
な
ど
で

こ
れ
ら
の
方
の
い
わ
ば
足
代
わ
り

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
の
減
免
で
あ
り
、
自
動
車

税
等
を
減
免
す
る
こ
と
に
よ
り
こ

れ
ら
の
方
が
そ
の
身
体
障
害
を
克

服
し
、
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
税
制
上
の
配
意
を

加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
減
免
を

受
け
ら
れ
る
自
動
車
は
一
人
一
台
に
限

り
、
し
か
も
所
有
者
（
使
用
者
）
が
障

害
者
で
、
自
分
が
足
代
わ
り
に
運
転
す

る
場
合
に
限
り
ま
す
。
ま
た
、
減
免
を

受
け
ら
れ
る
車
種
は
自
動
車
は
も
ち
ろ

ん
、
　
（
事
業
用
を
除
く
）
軽
自
動
車
及

ぴ
バ
イ
ク
ま
で
含
ま
れ
ま
す
。

　
ひ
と
り
で
自
動
車
や
バ
イ
ク
を
何
台

も
所
有
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の

一
台
に
限
っ
て
減
免
を
受
け
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
該
当
と
思
わ
れ
る
方

は
、
早
速
申
請
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
く
わ
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
財

政
課
税
務
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

青
色
申
告
専
従
者
と

　
　
　
　
源
泉
所
得
税

　
四
十
一
年
四
月
か
ら
所
得
税
法
の
改

正
で
、
青
色
専
従
者
給
与
の
控
除
限
度

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

納
税
（
所
得
）

　
　
　
証
明
書
の
手
数
料

　
従
来
、
納
税
（
所
得
）
証
明
書
の
交

付
手
数
料
は
証
明
書
一
通
に
つ
い
て
三

十
円
で
し
た
が
、
昭
和
四
十
一
年
四
月

一
日
か
ら
百
円
と
な
り
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
．

　
　
　
　
　
　
（
十
日
町
税
務
署
）

額
が
年
令
二
十
才
未
満
で
二
十
一

万
七
千
五
百
円
、
二
十
才
以
上
の

場
合
二
十
二
万
五
千
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
　
（
四
十
二
年
分

か
ら
は
年
令
十
五
才
以
上
一
律
に

二
十
四
万
円
）
こ
の
た
め
月
額
一

万
八
千
円
以
上
の
専
従
者
給
与
に

つ
い
て
は
、
給
与
所
得
と
し
て
源

泉
徴
収
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
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ー
町
議
会
報
告
ー

　
　
駆
龍
馳
設
置
条
例
を
制
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
月
二
十
七
日
に
臨
時
会

　
四
月
二
十
七
日
に
第
五
回
臨
時
会
が

招
集
さ
れ
、
会
期
一
日
で
、
専
決
処
分

報
告
、
条
例
制
定
及
ぴ
一
部
改
正
各
一

件
、
及
ぴ
財
産
取
得
の
計
四
件
に
つ
い

て
審
議
の
上
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
承

認
ま
た
は
可
決
さ
れ
た
。

　
専
決
処
分
報
告
は
、
五
月
八
日
執
行

の
県
知
事
選
挙
費
五
十
六
万
円
を
、
告

示
に
先
立
っ
て
専
決
処
分
し
た
も
の
で

新
年
度
一
般
会
計
の
補
正
第
一
号
で
あ

る
が
、
財
源
は
全
額
県
か
ら
委
託
金
と

し
て
交
付
さ
れ
る
。

　
条
例
は
、
町
税
条
例
の
一
部
改
正
と

川
西
町
へ
き
地
保
育
所
設
置
条
例
の
制

定
で
あ
る
が
、
前
者
は
別
項
の
と
お
り

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
固
定
資

産
税
。
軽
自
動
車
税
・
電
気
ガ
ス
税
に

関
す
る
改
正
で
あ
る
。
ま
た
後
者
は
、

本
年
度
新
た
に
設
置
予
定
の
南
原
（
高

原
田
）
、
中
仙
田
両
地
区
の
へ
き
地
保

育
所
を
含
め
て
、
上
野
、
北
田
（
仁
田
）

木
落
の
各
へ
き
地
保
育
所
の
設
置
を
地

方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
条
例
で

定
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
財
産
の
取
得
は
、
山
野
田
に
あ
る
国

鉄
所
有
の
家
屋
（
住
宅
）
三
棟
と
そ
の

敷
地
合
計
三
、
一
二
一
＝
一
平
方
メ
；
ト
ル
を

町
が
買
収
す
る
と
い
う
も
の
。
そ
の
う

ち
の
一
棟
は
、
南
原
に
設
置
す
る
へ
き

地
保
育
所
と
し
て
移
築
す
る
予
定
と
な

っ
て
い
る
。
買
収
予
定
価
格
は
、
土
地

七
十
三
万
三
千
六
百
七
十
円
（
三
、
三

平
方
メ
…
ト
ル
当
た
り
七
百
五
十
円
）

家
屋
九
十
九
万
三
千
三
百
円
で
あ
る
。

　
　
　
×
　
　
×
　
　
×

　
な
お
、
本
会
議
終
了
後
全
員
協
議
会

を
開
き
、
　
「
中
仙
田
部
落
公
民
舘
と
へ

き
地
保
育
所
併
置
に
つ
い
て
」
　
「
千
手

小
屋
上
修
理
に
つ
い
て
」
　
帽
上
野
小
給

食
棟
建
築
随
契
に
つ
い
て
」
　
「
橘
中
深

井
戸
掘
削
請
渡
し
に
つ
い
て
」
等
八
項

目
に
つ
い
て
協
議
し
た
。

宅
地
等
の

　
　
税
負
担
を
調
整

税
条
例
改
正
の
あ
ら
ま
し

　
今
回
の
臨
時
会
に
提
出
さ
れ
た
議
案

の
う
ち
町
税
条
例
の
一
部
改
正
案
は
、

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
う
固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税
、
電
気
ガ
ス
税
等
に
関
す

る
規
定
の
改
正
で
あ
っ
て
、
市
町
村
民

税
に
関
す
る
改
正
は
含
ま
れ
て
い
な
い

　
改
正
の
中
心
は
固
定
資
産
税
関
係
で

あ
っ
て
、
そ
の
改
正
さ
れ
た
事
項
を
大

別
す
る
と
⑦
免
税
点
の
引
き
上
げ
②
土

地
に
対
す
る
課
税
標
準
、
特
に
宅
地
、

山
林
の
大
幅
引
き
上
げ
に
対
す
る
税
負

担
の
調
整
措
置
③
非
課
税
及
び
減
免
規

定
の
整
備
、
等
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
宅
地
等
に
対
す
る
課
税

に
つ
い
て
は
地
方
税
法
改
正
の
段
階
で

国
会
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
結
果
と
し
て
、
土
地
価
格
の
上

昇
に
伴
う
課
税
標
準
の
段
階
的
引
き
上

げ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
免
税
点
の
引
き

上
げ
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
、
条
例
の

改
正
も
こ
の
線
に
添
っ
て
行
な
わ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
四
十
一
年
度

分
の
課
税
を
例
に
と
る
と
評
価
の
基
準

年
度
で
あ
る
昭
和
三
十
九
年
度
に
評
価

さ
れ
た
宅
地
等
の
価
格
が
、
前
年
度
の

評
価
額
に
比
べ
て
三
倍
未
満
、
三
倍
以

上
八
倍
未
満
、
及
ぴ
八
倍
以
上
の
場
合

の
三
段
階
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
課
税

標
準
を
一
、
一
倍
、
一
、
二
倍
及
び
一
、
三
倍

に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

川
西
町
に
お
け
る
評
価
額
の
上
昇
率
は

宅
地
に
お
い
て
五
、
六
倍
、
山
林
三
、
四
倍

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
前
年
度
に
比
べ

て
こ
れ
ら
の
課
税
標
準
は
一
、
二
倍
と
な

り
、
し
た
が
っ
て
税
額
も
前
年
度
の
一
、

二
倍
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
田
、

畑
等
の
農
地
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
と

同
額
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
免
税
点
の
引
き
上
げ
に
つ
い

て
は
、
土
地
。
家
屋
・
償
却
資
産
に
つ

い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
引
き
上
げ

が
行
な
わ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
納
税

義
務
を
免
除
さ
れ
る
者
が
町
全
体
で
二

百
人
以
上
と
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

　
種
別
　
　
免
税
点
　
　
（
旧
免
税
点
）

土
　
　
　
地
　
　
　
八
万
円
（
二
万
四
千
円
）

家
　
　
屋
　
　
五
万
円
（
三
万
円
）

償
却
資
産
　
三
十
万
円
（
十
五
万
円
）

　
以
上
の
ほ
か
、
固
定
資
産
税
に
つ
い

て
は
、
新
築
住
宅
に
関
す
る
減
免
規
定

や
農
協
の
行
な
う
有
線
放
送
施
設
に
対

す
る
非
課
税
の
規
定
に
つ
い
て
、
本
法

の
改
正
に
伴
っ
て
字
句
の
整
理
が
行
な

わ
れ
た
．

　
次
に
、
軽
自
動
車
税
関
係
に
つ
い
て

申
告
様
式
の
一
部
改
正
の
ほ
か
、
身
体

障
害
者
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免

規
定
が
新
設
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
下

肢
ま
た
は
体
幹
に
障
害
を
有
し
、
歩
行

が
蓄
し
く
困
難
な
者
が
所
有
し
、
そ
の

者
が
も
っ
ぱ
ら
運
転
す
る
軽
自
動
車
等

一
台
に
限
り
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
で

き
る
旨
の
規
定
と
と
も
に
そ
の
申
請
手

続
き
を
新
設
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
上
野
は
新
町
の
公
民
舘
が
面
目
を
一

新
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
東
京
の
一
流
の

結
婚
式
場
の
よ
う
に
。
デ
ラ
ツ
ク
ス
な

フ
ス
マ
、
学
習
と
会
席
を
兼
ね
た
テ
ー

ブ
ル
、
三
十
二
枚
の
新
し
い
タ
タ
ミ
、

優
雅
な
床
の
間
に
盛
花
が
調
和
し
て
い

た
。
こ
れ
だ
け
の
改
装
費
が
た
っ
た
十

五
万
円
だ
っ
た
と
か
。
結
婚
式
や
仏
事

で
個
人
が
借
り
る
と
き
は
一
回
二
百
円

也
の
借
用
料
を
納
め
る
。
ど
こ
の
部
落

で
も
簡
単
に
で
き
そ
う
な
こ
と
だ
が
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

　
風
か
お
る
五
月
、
き
み
、
節
黒
城
へ

の
ス
カ
イ
ラ
イ
ン
を
一
日
ハ
イ
キ
ン
グ

し
て
見
給
え
。
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず

の
た
と
え
、
詩
人
ハ
イ
ネ
な
ら
ず
と
も

思
わ
ず
ら
い
さ
ん
の
声
を
あ
げ
る
こ
と

は
必
定
だ
。
一
望
千
里
、
妻
有
の
里
は

お
ろ
か
、
遠
く
日
本
海
の
果
て
に
佐
渡

が
見
え
る
。
川
西
に
、
こ
ん
な
に
も
す

　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
ゆ

ば
ら
し
い
お
あ
し
す
が
あ
る
こ
と
に
ハ

ナ
が
た
か
い
。
ゼ
ン
マ
イ
、
ワ
ラ
ビ
、

ウ
ド
、
木
の
芽
な
ど
山
菜
の
名
所
で
も

あ
る
。
花
も
若
葉
も
い
ま
が
さ
か
り
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
川
西
に
は
非
行
青
少
年
が
い
な
い
も

の
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
が
、
小
山
巡

査
部
長
に
そ
う
で
は
な
い
と
き
か
さ
れ

て
ド
キ
ン
と
し
た
。
い
．
　
　
　
盤

ち
ば
ん
多
い
の
は
盗
み
　
　
　
．
。
些
、

そ
の
中
で
も
万
引
き
が

　
電
気
ガ
ス
税
関
係
の
改
正
は
、
本
法

の
改
正
に
伴
う
条
文
の
整
理
程
度
で
あ

っ
て
、
直
接
影
響
す
る
と
こ
ろ
は
な
い

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防

注
射
の
日
程

五
月
十
七
日
　
九
時
～
一
〇
時

　
　
　
　
　
　
　
　
東
山
公
民
舘

五
月
十
七
日
　
一
〇
時
半
～
一
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
川
西
町
役
場

五
月
十
七
臼
　
ニ
ニ
時
～
一
四
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
原
田
作
業
場

五
月
十
七
日
　
一
四
時
半
～
一
五
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
上
野
連
絡
所

五
月
十
八
日
　
九
時
半
～
一
〇
時

　
　
　
　
　
　
　
　
木
落
公
民
舘

五
月
十
八
日
　
一
〇
時
半
7
二
一
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
橘
出
．
張
所

五
月
十
八
日
　
一
三
時
半
～
一
五
時

　
　
　
　
　
　
　
　
仙
田
出
張
所

五
月
十
九
日
　
九
時
半
～
一
〇
時
半

　
　
タ

よ
く
カ
ギ
を
か
け
て
お
く
こ
と
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
と
し
成
人
に
達
し
た
男
女
二
百
一

名
が
、
憲
法
記
念
日
を
ぼ
く
し
て
晴
れ

の
か
ど
出
を
祝
福
さ
れ
た
。
式
場
い
っ

ぱ
い
に
若
さ
が
あ
ふ
れ
、
川
西
の
将
来

を
力
強
く
思
っ
た
乙
と
で
あ
る
。
よ
く

に
あ
う
流
行
の
セ
ビ
ロ
、
き
ら
び
や
か

－
蝶
　
謬
－
な
和
服
姿
、
そ
ん
な
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ
け
コ
ヨ
コ
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輌
一
8
マ
亀
飴
鰻
融
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
劉
蹴
罐
瓢
駅
麗
蘭
瓢
麹
罵

上
位
を
占
め
る
蒙
庭
聾
謹
圏
躍
畿
腰

の
、
そ
れ
も
親
の
放
任
が
最
大
の
原
因

だ
。
盗
み
や
す
い
環
境
を
か
も
し
だ
し

て
い
る
商
店
側
に
も
責
任
が
あ
る
よ
う

だ
。
月
二
回
の
定
休
日
、
店
の
人
が
表

の
カ
ギ
を
か
け
な
い
で
奥
に
ひ
っ
こ
ん

で
い
る
よ
｝
つ
な
と
き
、
声
を
か
け
て
も

返
事
が
な
い
と
つ
い
持
ち
帰
る
ケ
ー
ス

が
多
い
と
い
う
。
休
み
の
日
に
は
必
ず

で
、
簡
素
な
身
な
り
が

か
え
っ
て
人
目
を
ひ
い

た
。
服
装
が
年
ね
ん
豪

華
に
な
る
乙
と
は
そ
れ
だ
け
暮
ら
し
が

よ
く
な
っ
た
こ
と
の
証
左
か
、
そ
れ
と

も
だ
れ
か
が
ム
リ
し
て
い
る
か
ら
か
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
丸
山
安
平
陸
軍
大
尉
ほ
か
四
百
九
＋

八
柱
の
霊
を
、
心
か
ら
と
む
ら
・
つ
町
長

の
式
辞
だ
っ
た
。
合
掌
す
る
遺
族
、
読

経
の
中
を
二
十
年
前
の
悪
夢
が
よ
ぎ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
室
島
公
民
舘

五
月
十
九
日
　
一
一
時
～
一
二
時

　
　
　
　
　
　
　
　
赤
岩
小
学
校

五
月
十
九
日
　
一
三
時
半
～
一
匹
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
白
倉
小
学
校

料
金
　
　
登
録
　
　
三
〇
〇
円

　
　
　
　
注
射
　
　
一
八
○
円

　
　
　
　
計
四
八
○
円
持
参
の

上
お
近
く
の
会
場
へ
犬
を
連
れ
て
き
て

く
だ
さ
い
。

春
の
全
国

　
交
通
安
全
運
動

　
五
月
十
一
日
か
ら
十
日
間
は
春
の
全

国
交
通
安
全
運
動
が
始
ま
り
ま
す
が
、

こ
と
し
に
は
い
っ
て
か
ら
新
潟
県
の
歩

行
者
の
交
通
事
故
は
四
百
三
十
四
件
と

昨
年
の
四
百
件
に
比
ぺ
八
、
五
パ
ー
セ
ン

ト
の
増
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
多

た
．
戦
争
の
苦
し
み
、
悲
し
み
、
怒
り

は
年
ご
と
に
う
す
ら
ぐ
の
に
、
年
一
回

の
慰
霊
祭
だ
け
は
あ
の
こ
ろ
を
呼
び
も

ど
し
て
く
れ
る
。
戦
い
に
散
っ
た
人
た

ち
の
こ
と
を
忘
れ
て
も
ら
い
た
く
な
い

中
国
の
ロ
ジ
ン
は
言
っ
た
、
悲
惨
な
過

去
に
目
を
つ
む
る
も
の
は
、
や
が
て
そ

れ
を
許
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
。

　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
　
＊

　
二
十
万
円
中
元
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

有
権
者
と
為
政
者
の
い
い
か
げ
ん
さ
を

バ
ク
ロ
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ろ
う
か
、

そ
の
あ
と
の
知
事
選
挙
だ
っ
た
．
、
こ
ん

ど
こ
そ
、
県
民
の
正
し
い
審
判
が
く
だ

っ
た
と
い
え
る
．
、
だ
が
、
投
票
し
た
こ

と
で
す
べ
て
が
終
わ
っ
た
と
思
う
と
犬

ま
ち
が
い
、
問
題
は
む
し
ろ
、
今
後
の

監
視
と
協
力
に
あ
る
こ
と
を
お
忘
れ
な

く
。
県
民
（
町
民
）
よ
、
建
設
的
な
意

見
や
希
望
は
ヅ
ケ
ヅ
ケ
と
需
え
．
、
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国
保
は

た
す
け
あ
い
事
業

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
の
皆
さ

ん
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
と
き
、
そ
の

医
療
費
の
七
割
を
支
払
っ
た
り
、
助
産

費
、
育
児
手
当
金
及
ぴ
葬
祭
費
を
支
給

す
る
「
不
幸
が
あ
っ
た
と
き
お
互
い
が

助
け
あ
う
」
制
度
で
あ
る
こ
と
は
ご
承

知
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

　
町
で
も
、
他
の
社
会
保
険
加
入
者
や

他
法
関
係
を
除
き
、
住
民
の
七
十
三
パ

ー
セ
ン
ト
が
加
入
し
て
お
り
ま
す
。

　
事
業
内
容
に
お
い
て
も
被
保
険
者
の

た
め
逐
次
改
善
を
行
な
い
咋
年
一
月
か

ら
は
全
体
に
七
割
給
付
を
実
施
し
、
本

年
四
月
か
ら
は
助
産
費
、
育
児
手
当
金

を
増
額
い
た
し
ま
し
た
。

本
年
度
保
険
料
世
帯
平
均

九
千
七
百
円
に
決
定

　
保
険
料
は
四
十
年
度
は
世
帯
平
均
七

千
五
百
円
で
あ
り
ま
し
た
が
、
利
用
率

の
上
昇
と
医
療
費
の
増
嵩
に
よ
り
本
年

度
は
審
議
を
、
重
ね
た
結
果
、
世
帯
平
均

九
千
七
百
円
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

こ
れ
も
県
下
で
は
下
位
に
属
す
る
額
で

あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
被
保
険
者
と
し
て
は
大
き
な

負
担
で
あ
り
ま
す
が
、
国
保
事
業
を
行

な
っ
て
ゆ
く
た
め
に
は
国
庫
助
成
金
と

と
も
に
大
き
な
財
源
と
な
っ
て
お
り
、

ま
た
保
険
料
の
納
入
成
績
が
悪
い
場
合

定
め
ら
れ
た
国
庫
助
成
金
が
も
ら
え
な

い
（
義
務
を
果
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
）

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
次
の
参
考
事

項
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
、
国
保
事
業
の

内
容
を
分
か
っ
て
い
た
だ
く
と
と
も
に

保
険
料
の
百
パ
ー
セ
ン
ト
納
入
に
つ
い

て
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

保
険
料
の
算
出
と

軽
減
措
置
に
つ
い
て

　
保
険
料
の
算
出
は
賦
課
の
均
衡
を
は

か
る
た
め
に
次
の
よ
う
に
行
な
っ
て
お

り
ま
す
。
賦
課
総
額
の
四
十
パ
ー
セ
ン

ト
を
所
得
に
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
資
産

に
、
三
十
五
パ
！
セ
ン
ト
を
被
保
険
者

数
に
残
り
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
世
帯
別

平
等
割
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
本
年
度
の
場
合
、
先
般
申
告
さ
れ
た

所
得
額
が
確
定
し
て
か
ら
本
算
定
さ
れ

ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
暫
定
賦
課
と
し

て
、
四
十
年
度
年
額
の
二
十
九
パ
ー
セ

ン
ト
増
を
月
割
で
賦
課
し
て
お
り
ま
す

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
低
所
得
者
に
対
す
る
保
険
料
の
軽
減

は
毎
年
国
の
指
示
に
基
い
て
行
な
っ
て

お
り
ま
す
が
、
昨
年
度
は
七
百
六
十
六

世
帯
に
対
し
、
世
帯
平
均
千
百
九
十
六

円
が
減
額
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
度
は
所
得
額
が
基
礎
控
除
額
以
下

の
世
帯
と
、
所
得
額
が
基
礎
控
除
額
以

上
で
も
世
帯
主
を
除
い
た
被
保
険
者
一

人
に
つ
き
二
万
五
千
円
ず
つ
を
ひ
い
た

残
り
が
基
礎
控
除
額
以
下
に
な
る
世
帯

が
減
額
対
象
と
な
り
ま
す
が
こ
れ
も
本

算
定
と
同
陣
．
に
行
な
い
ま
す
。

　
賦
課
徴
収
が
年
十
二
回
（
毎
月
）
で

納
入
者
も
手
数
の
か
か
る
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
が
乙
れ
も
少
な
い
額
を
定
例
的

に
納
め
て
も
ら
う
こ
と
で
、
納
入
成
※

医療費の推移
　
　

　
表

　
佛

　
△
第
一
表
に
つ
い
て

　
ー
，
三
十
九
年
度
患
者
日
数
六
八
四
四
九

　
　
日
は
年
間
毎
日
一
八
八
人
の
病
人
が

　
　
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

．
且
四
十
年
度
医
療
費
総
額
五
二
〇
一
一

　
　
千
円
は
国
保
分
で
あ
り
他
法
関
係
の

　
　
推
計
を
加
え
る
と
一
力
年
間
全
町
民

　
　
の
医
療
費
は
九
〇
四
八
五
千
円
と
な

　
　
る
。

医　療　を　受 け　た　数 医 療　　　　費

年度 被保険者数
件　　数 1人当受診率

日　　　数 1人当
日　数 総　　　　額 1件当額 1人当額

32 13，839 26，176 1，891 118，699 9 24，991，157円 955円1，806円

33 13，833 26，359 1，906 110，032 8 26，068，059 989 1，884
34 13，103 25，044 1，911 99，186 8 26，307，855 1，050 2，008
35 12，428 25，026 2，014 99，399 8 27，140，114 1，084 2，184
36 10，654 19，385 1，820 67，570 6 27，553，395 1，421 2，586
37 10，494 18，304 1，744 62，692 6 30，364，459 1，659 2，894
38 10，048 19，510 1，942 63，814 6 37，762，432 1，936 3，758
39 9，440 20，790 2，202 68，449 7 44，141，149 2，123 4，676
40 9，143 22，834 2，497 52，011，000 2，278 5，689

41予算 9，150 23，814 2，603 57，822，000 2，428 6，319

保険料、国庫助成金、保険給付の比較（第2表）隻撚と表2　1禾陳2冊・圏厚助」眠匝；・Pド隈籟円ノ鎚杁

年度
保　　　険　　　料 国庫助成金 保　　　険　　　給　　　付

収　入　額 1人当 収　入　額 1人当 匡療給付 助産費等 計 1人当
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8，823，119
9，755，747
9，713，597
9，875，836
8，644，940
8，688，520
7，721，901

10，394，035
14，250，000

　638
　705
　741
　795
　811
　828
　769
1，101
1，559

6，884，071
7，211，455
9，497，405
9，834，669

11，183，337
11，823，373
15，202，292
19，220，901
30，140，084

　497
　521
　725
　791
1，050
1，127
1，513
2，036
3　297，

12，355，960
12，905，273
13，047，570
13，636，548
13，938，841
15，535，133
21，082，030
26，321，242
36，142，000

518，800
477，050
394，350
321，650
650，100
681，800
572，400
628，800
562，600

12，874，760
13，382，323
13，441，920
13，958，198
14，588，941
16，216，932
21，654，430
26，950，042
36，704，600

　930
　967
1，096
1，123
1，369
1，545
2，155
2，855
4，015

41予算 18，467，000 2，020 29，656，000 3，241 40，250，000 720，000 40，970，000 4，478

△
第
二
表
に
つ
い
て

五
四
十
年
度
国
庫
助
成
金
は
保
険
料
の

　
二
、
一
倍
で
あ
っ
た
。

且
保
険
給
付
し
た
額
は
保
険
料
の
二
、

　
六
倍
と
な
っ
て
い
る
。

※
績
を
上
げ
た
い
考
え
か
ら
で
あ
り
ま

す
の
で
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

四
十
一
年
度
世
帯
平
均

保
険
料
額
県
下
の
状
況

　
年

五
〇
〇
〇
～

六
〇
〇
一
～

八
○
〇
一
～

　
額

六
〇
〇
〇

七
〇
〇
〇

九
〇
〇
〇

九
〇
〇
一
～
一
〇
〇
〇
〇

市
町
村
数

◎

七八三一

「
青
年
の
主
張
」

　
郡
市
社
会
教
育
振
興
会
、
青
少
年
教

育
研
究
部
会
で
は
、
働
く
青
少
年
を
対

象
に
広
く
「
青
年
の
主
張
」
を
原
稿
募

集
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
乙
れ
は
も
の
ご
と
を
じ
っ
く
り
見
つ

め
、
考
え
る
と
い
う
機
会
を
失
な
い
が

ち
な
昨
今
、
働
く
青
年
の
み
な
さ
ん
の

吉
を
ま
と
め
て
地
域
に
投
げ
か
け
る
乙

と
に
よ
っ
て
、
み
な
さ
ん
の
現
場
で
の

な
や
み
や
、
願
い
、
意
見
が
き
っ
と
相

互
の
理
解
を
深
め
、
よ
り
明
か
る
い
社

会
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
も
の
。

　
テ
ー
マ
は
（
④
働
き
な
が
ら
こ
の
よ
う

に
し
て
生
き
て
い
き
た
い
◎
職
場
の
中

で
考
え
る
乙
と
0
私
は
農
村
の
中
で
こ

昭和41年度耕転協定料金表

一
〇
〇
〇
一
）
上
一
〇
〇
〇

一
一
〇
〇
一
）
ζ
一
二
〇
〇
〇

一
二
〇
〇
一
～
一
三
〇
〇
〇

一
三
〇
〇
一
～
一
四
〇
〇
〇

一
四
〇
〇
一
）
上
五
〇
〇
〇

一
五
〇
〇
一
～
一
六
〇
〇
〇

一
六
〇
〇
一
～
一
七
〇
〇
〇

一
七
〇
〇
颪
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計

県
下
の
世
帯
平
均
　
　
一

最
高
世
帯
平
均

を
募
集
㎜

ハ　　ド　ゴ　　　　　　　　　　　ロしノ　　ミノ　　ミノノ　しノ　　ヒずノ　　らヘヤ　ノ　　ヒノ

ーヒr一言十　　　　C・O　C’○　⊂、CI　Cl
ノ又三、

，F！ノ　＿　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ，一一　＿　 一　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ　　　　　　ロ　の

円円三二三二六九一九二

の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
き
た
い
◎
農

業
に
生
き
る
私
の
苦
し
み
と
喜
ぴ
㊨
出

稼
ぎ
経
験
と
私
の
考
え
㊦
家
庭
の
中
で

私
は
こ
ん
な
青
年
に
な
っ
て
い
き
た
い

㊦
地
域
や
家
庭
の
中
で
お
と
な
た
ち
に

望
む
こ
と
㊧
私
は
乙
ん
な
仕
事
に
｝
生

を
捧
げ
た
い
⑦
私
は
男
女
交
際
を
こ
う

考
え
る
㊧
私
の
訴
え
た
い
こ
と
。

　
以
上
の
中
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
四
百

字
詰
原
稿
用
紙
六
枚
に
ま
と
め
、
必
ず

住
所
、
氏
名
、
年
令
、
職
業
を
明
記
し

て
五
月
十
五
日
ま
で
に
十
日
町
市
中
央

公
民
舘
「
青
年
の
主
張
」
係
宛
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
。
な
お
応
募
者
全
員
に

記
念
品
を
差
し
あ
げ
ま
す
。

普通機の部 テーラー型の部

耕絃の種類 昭秘1年度取当 耕私の種類 昭和41年度10α当

乾田耕絃 2，200円 起　　耕 1，700円

乾田鵬代掻 3，200 小切代掻 1，800

湘耕栽代掻 3，000 代　　掻 1，300

代　　掻 1，400 畑一般 2，000

別小切代掻 2，000
けんいん作

業1日
3，000

畑…般 2，200 貸切1日 5，000

けんいん作
業1日

3，000

貸切1日 5，000

　　　’昭和41年4月1日より実施

昭和41年川西町職人組合協定賃金表

屋根職組合
一金 1，900円 1日の日当

…金 350円
時間割の
1時間の賃金

左官組合
一金 1，800円 1日の日当

一金 320円
時間割の
1時問の賃金

建築大工組合
一金 1，800円 1日の日当

一　　『一金

320円
時間割の
1時間の賃金
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五
、
調
停
の
進
行

　
調
停
が
申
し
立
て
ら
れ
る
と
、
裁
判

官
と
民
間
か
ら
選
ぱ
れ
た
二
名
の
調
停

委
員
に
よ
っ
て
、
調
停
委
員
会
が
開
か

れ
ま
す
。
家
事
調
停
で
は
、
そ
の
二
名

の
う
ち
一
名
と
く
に
女
性
の
気
持
ち
な

ど
を
理
解
す
る
た
め
に
婦
人
が
選
ば
れ

る
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
や
が
て
申
立
人
と
相
手
方
に
調
停
期

日
の
知
ら
せ
が
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
日

に
裁
判
所
の
調
停
室
へ
出
向
き
ま
す
。

そ
こ
で
裁
判
官
と
調
停
委
員
が
事
件
の

内
容
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
調
停
で
は
本

人
が
出
頭
す
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
当
事
者
の
い
う
こ
と
だ
け
で
、
内
容

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
き
に
は
、
第
三

者
に
来
て
も
ら
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
し

調
停
委
員
会
が
現
場
を
見
に
行
っ
た
り

専
門
家
に
鑑
定
を
依
頼
す
る
よ
う
な
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
こ
と
に
、
家
事
調
停

事
件
で
は
事
情
が
複
雑
で
人
情
の
機
微

に
ふ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
す
か
ら

家
庭
裁
判
所
に
は
調
査
官
や
医
務
室
と

い
う
も
の
が
置
か
れ
て
い
て
こ
れ
に
専

門
的
な
調
査
を
さ
せ
、
意
見
を
聞
く
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
件
の
事
惰
が
よ
く
わ
か
る
と
調
停

委
員
会
と
し
て
は
、
そ
の
解
決
の
た
め

に
も
っ
と
適
当
な
方
法
を
考
え
て
当
事

者
に
す
す
め
ま
す
。
こ
の
時
調
停
委
員

会
は
そ
の
事
件
の
法
律
的
な
解
決
を
考

え
る
だ
け
で
な
く
、
実
情
に
か
な
う
よ

う
、
広
く
一
般
の
慣
習
や
常
識
も
と
り

入
れ
て
、
当
事
者
の
た
め
に
、
真
に
公

平
で
、
正
し
い
解
決
を
見
出
す
よ
う
に

努
力
す
る
わ
け
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
す
ぐ
一
時
に
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
借
金
で
も
、

事
情
が
許
せ
ば
、
分
割
し
て
返
す
こ
と

に
し
て
、
貸
し
た
方
も
借
り
た
方
も
、

都
合
よ
く
い
く
よ
う
な
結
果
に
な
る
こ

と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
す
。

六
、
秘
密
が
守
ら
れ
る

　
調
停
は
、
関
係
人
以
外
の
人
の
い
な

い
部
屋
で
、
　
一
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
囲
ん

で
行
な
わ
れ
ま
す
か
ら
、
外
部
に
秘
密

が
も
れ
る
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た

が
っ
て
お
た
が
い
に
く
つ
ろ
い
だ
気
持

ち
で
話
し
合
い
が
で
き
ま
す
。

七
、
調
停
の
終
了

　
調
停
委
員
会
の
説
得
の
結
果
、
当
事

者
双
方
が
譲
り
合
い
、
心
か
ら
説
得
す

る
よ
う
な
解
決
案
が
見
つ
か
れ
ば
、
こ

こ
に
調
停
が
成
立
し
た
乙
と
に
な
り
ま

す
。
そ
し
て
そ
の
内
容
が
調
停
条
項
と

し
て
調
書
に
は
っ
き
り
記
載
さ
れ
ま
す

ー
こ
れ
で
調
停
の
手
続
き
は
終
了
で

す
。　

し
か
し
、
ど
う
し
て
も
双
方
の
当
事

者
が
納
得
し
な
い
で
譲
り
合
わ
な
い
場

合
調
停
委
員
会
は
強
制
的
に
解
決
を
押

し
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
調
停
成
立
の
見

込
み
が
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
手
続

き
を
打
ち
切
り
ま
す
か
ら
あ
と
は
裁
判

で
き
め
る
よ
り
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。

八
、
調
停
の
結
果

　
調
停
が
成
立
し
て
、
そ
の
条
項
を
記

載
し
た
調
停
調
書
は
、
ふ
つ
う
の
約
東

書
と
ち
が
っ
て
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
と
い
う
強
い
力
を
も
っ
て
い
ま
す
。

万
一
、
当
事
者
が
調
書
で
定
め
ら
れ
た

約
東
を
果
さ
な
い
場
合
に
は
、
判
決
と

同
じ
よ
う
に
こ
の
調
書
に
も
と
づ
い
て

強
制
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。

　
と
く
に
家
事
調
停
の
場
合
に
は
、
家

庭
裁
判
所
に
た
の
ん
で
履
行
の
勧
告
を

し
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
そ

れ
で
も
効
果
の
な
い
と
き
は
過
料
の
制

裁
に
よ
っ
て
約
束
の
履
行
を
間
接
的
に

強
制
す
る
方
法
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す

さ
ら
に
ま
た
、
家
庭
裁
判
所
が
当
事
者

の
間
に
立
っ
て
お
た
が
い
の
間
の
金
銭

の
受
け
渡
し
の
仲
立
ち
を
し
て
、
履
行

を
確
保
す
る
制
度
も
あ
り
ま
す
か
ら
ま

っ
た
く
便
利
で
す
。

　
新
潟
家
庭
裁
判
所
十
日
町
出
張
所
で

は
、
履
行
確
保
に
よ
る
金
銭
寄
託
事
務

を
取
り
扱
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
長
岡

市
神
明
町
に
あ
る
新
潟
家
庭
裁
判
所
長

岡
支
部
ま
で
で
か
け
て
い
っ
て
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
念
の
た
め
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

【
自
衛
官
志
願
案
内
】

＊
受
験
資
格

　
十
八
才
以
上
二
十
五
才
未
満
の
男
子

＊
試
　
験

　
中
学
卒
業
程
度
で
簡
単
で
す
。

＊
給
　
与

　
一
万
四
千
百
円
、
衣
食
住
は
無
料

＊
志
願
手
続
き
は
役
場
総
務
課
へ
。

戸
籍
の
窓
か
ら

た
か
さ
ご
1
御
円
満
に

◎一◎◎一◎◎ヂ◎σr◎◎「◎◎「◎◎r◎◎’◎◎「◎◎6◎◎r◎◎’◎◎r◎◎ヂ◎◎r◎σr◎σr◎

新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新新
婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎婦郎
富高山滋楠小上小中冨中南南南俵貴岡保増高野高田星伊清大白押中渡数富増
井橋岸野　海村林島井村雲雲雲山田本坂川橋上橋中名佐水口井木村湯藤＃田増田

　
孝

富
井
　
房

数
藤
徹
雄

渡
邊
ヨ
ミ
子

中
村
　
勉

押
木
ア
ツ
子

白
井
敏
夫

大
ロ
　
マ
サ

清
水
俊
六

伊
佐
カ
ズ
エ

星
名
義
則

田
中
ミ
ツ
ィ

高
橋
義
之
助

野
上
佐
登

高
橋
秀
夫

増
川
テ
ル
子

冨
井
　
繁

中
島
　
エ
ミ

小
林
　
清

上
村
節
子

小
海
新
一

楠
　
マ
ツ
子

滋
野
凱
二

山
岸
　
敏
子

高
橋
研
次

富
井
サ
チ

学
校
町

上
野
か
ら

沖
立

中
屋
敷
か
ら

坪
山

田
戸
か
ら

寺
尾

芦
ケ
崎
か
ら

中
央
町

小
千
谷
か
ら

沖
立

下
平
か
ら

神
社
町

高
島
か
ら

四
郎
兼

小
千
谷
か
ら

上
町

宇
都
宮
か
ら

伊
友

＋
日
町
か
ら

四
郎
兼

四
郎
兼
か
ら

田
　
中

上元田上坪
山
か
ら

野代
か
ら

町野
か
ら

小
根
岸

豊
栄
町
か
ら

伊野霜野
口條

か
ら

口友
か
ら

羅
新
郎
平
澤
敏
昭
仁
田

る
新
婦
幕
ア
サ
吉
町
奮

㎜
総
鞠
論
詫
か
ら

露
縮
難
礁
か
ら

繭　
　
新
郎
　
佐
藤
　
辰
男
　
霧
　
谷

　
　
新
婦
　
下
地
　
朝
子
　
沖
　
縄
か
ら

　
う
ぶ
声
－
御
す
二
や
か
に

大
塚
昇
一

富
井
久
美
子

柄
澤
隆
由
樹

南
雲
優
美
子

福
井
克
之

水
品
真
佐
夫

渡
貫
文
人

根
津
と
し
子

小
海
さ
と
み

南
雲
智
佐
子

金小田春
井林口日

幸和敏靖
治枝行』子

甚
一
長
男

幸
夫
三
女

由
雄
長
男

喜
平
長
女

ミ
ィ
ニ
男

力
之
介
長
男
三

門
平
四
男
上

精
一
郎
長
女
上上上三田中沖伊伊
　　　　央
野野領中町立友友

喜
久
雄
長
女
小
根
岸

金
太
郎
三
女
三
　
領

甚
二
長
女

正
敏
長
男

元
一
長
女

千
吉
四
男

長
谷
川
の
ぞ
み
常
夫
三
女

赤室中木仁
　　イ山
谷島田落田

昇
天
－
御
め
い
福
を
祈
る

高
橋
又
七

水
品
辰
五
郎

水
落
　
ト
メ

羽
鳥
コ
ヒ
ノ

清
水
　
イ
ク

高
橋
勇
太
郎

山金星江村須
岸子名口越藤

三忠丑米キタ
郎松松作ヨッ

赤
谷

新
町
新
田

木大伊小野仁坪上伊原
　　　白
島倉友倉口田山野友田

四四六六六七七八八八八八
〇九四六八〇九二三三六九

ミ
ル
ク
を
支
給

　
　
妊
産
婦
・
乳
幼
児
に

　
妊
産
婦
は
常
に
十
分
な
栄
養
を
と
り

健
康
な
子
を
生
む
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
妊
産
婦
の
栄
養
状
態
に
は
欠
陥

が
あ
り
乙
れ
が
乳
幼
児
の
死
亡
や
体
位

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
現
状

で
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
町
で
は
本
年
度
か
ら
新
し
い

事
業
と
し
て
五
月
か
ら
妊
婦
（
六
月
）

産
婦
（
三
月
）
乳
児
（
九
月
）
に
ミ
ル

ク
の
無
料
支
給
を
開
始
し
ま
し
た
。

こ
の
無
料
支
給
の
対
象
に
は
一
部
高
額

所
得
者
は
除
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ

の
事
業
に
よ
り
妊
婦
の
届
け
出
が
確
実

に
行
な
わ
れ
妊
産
婦
の
健
康
が
保
持
さ

れ
乳
幼
児
の
体
位
向
上
に
少
し
で
も
役

立
つ
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
保
衛
生
課
）

　
　
　
※
　
　
※
　
　
※

か
わ
じ
穫
幕

　
　
　
　
　
太
田
白
南
風
選

　
　
　
　
　
小
白
倉
　
　
田
中
翠
畝

○
菜
の
花
や
煙
り
も
の
う
き
昼
下
り

若
葉
照
る
旅
路
の
心
や
わ
ら
ぎ
て

陽
炎
の
丘
に
あ
つ
ま
り
ピ
ク
ニ
ツ
ク

　
　
　
　
　
小
白
倉
　
　
江
口
凡
石

雨
戸
引
く
温
泉
宿
の
廊
下
若
葉
冷
え

青
菜
吹
く
風
や
わ
ら
か
く
一
頬
を
過
ぐ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
　
　
　
K

草
焼
き
し
畦
黒
々
と
春
の
日
に

　
春
の
午
後
、
の
ど
か
な
昼
下
り
の
感

じ
を
煙
り
の
ゆ
っ
た
り
と
な
ぴ
く
様
で

表
現
し
た
句
。
上
五
句
の
菜
の
花
や
と

強
く
前
置
き
し
て
は
っ
き
り
さ
せ
た
句

で
あ
る
が
「
や
」
は
詠
嘆
で
も
あ
り
切

字
に
も
な
る
の
で
条
件
に
適
り
た
必
要

な
叙
法
を
学
ぴ
と
っ
て
ほ
し
い
。




